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緑地保全推進地区内行為の協議について 

１ 緑地保全推進地区の概要 

（１） 根拠法令 

〇鎌倉市緑の保全及び創造に関する条例（抜粋） 

（推進地区の指定） 

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する緑地を緑地保全推進地区（以下「推進

地区」という。）として指定することができる。 

(１) 歴史的、文化的環境を確保するために保全することが必要な緑地 

(２) 潤いと安らぎのある都市環境を形成するために保全することが必要な緑地 

(３) 健全な生態系を保持するために保全することが必要な緑地 

(４) 人と自然との豊かな触れ合いを確保するために保全することが必要な緑地 

(５) 災害に強く安全な都市をつくるために保全することが必要な緑地 

（推進地区内の行為の協議） 

第13条 推進地区内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者 

は、あらかじめ市長と協議しなければならない。ただし、災害のための必要な

応急措置及び通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるものに

ついては、この限りでない。 

(１) 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築 

(２) 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取その他の土地の形質の変更 

(３) 木竹の伐採又は移植 

(４) 水面の埋立て 

(５) 前各号に掲げるもののほか、緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為規

則で定めるもの 

（２） 緑地保全推進地区指定地（７箇所 36.35ｈａ） 

岩瀬地区（約 15.62ｈａ）

六国見山地区（約 9.74ｈａ）

昌清院地区（約 1.02ｈａ）

岡本地区（約 5.19ｈａ）

寺分一丁目地区（約 2.45ｈａ）

※小動岬地区（約 0.83ｈａ）

大船駅

Ｎ

横浜市 

藤沢市 

鎌倉駅 

逗子市 

横浜市 

青蓮寺地区 

（約 1.5ｈａ）
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緑地保全推進地区内行為手続きの基本フロー

買い取りが出来ない場合

買い取りが出来る場合

＊ 緑政審議会開催日時との関係から FAX等によることも考慮する。

緑地保全推進地区内行為に関する相談

買い取り協議

「買い入れ等に

関する緑政審議

会への諮問等の

基準」により緑政

緑地保全推進地区内協議（市長までの決裁）

事前相談 ＊緑政審議会への報告 
（委員からの意見聴取）

意見集約（みどり課） 

＊緑政審議会への報告 

（委員の意見集約と対応方針）

事前相談報告書

開発事業等の申請

協定締結

行為着手

協議通知書

行為完了＊緑政審議会へ報告

開発事業等の事前調査

（平成 15年 3月 24日決定） 
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○緑地保全推進地区内行為の協議に関する要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鎌倉市緑の保全及び創造に関する条例（平成９年７月条例第５号。以下「条

例」という。）第13条の施行について、必要な事項を定めるものとする。 

（協議書の提出） 

第２条 条例第13条の規定による協議は、緑地保全推進地区内行為協議書（第１号様式）を市長に

提出し、行うものとする。 

２ 前項の緑地保全推進地区内行為協議書の提出は、関連法令の規定による手続きを行う前に行わ

なければならない。 

３ 第１項の緑地保全推進地区内行為協議書には、別表に掲げる図書のうち、市長が指示する図書

を添付するものとする。 

（協議結果の通知） 

第３条 市長は、前条の協議が終了したときは、速やかに文書により通知するものとする。 

（協議の変更） 

第４条 条例第13条の規定による協議を終了した後の協議の変更は、緑地保全推進地区内行為変更

協議書（第２号様式）を市長に提出し、行うものとする。 

２ 第２条第２項、同条第３項及び前条の規定は、前項の場合について準用する。 

付 則

この要綱は、平成12年４月28日より施行する。 
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